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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼室本体の上部に取り付けることによって排ガス処理装置用の燃焼室を構成するバー
ナヘッドであって、
　下方が開口した円筒部を有し、前記燃焼室本体と取り外し可能に締結するための締結部
が設けられた筐体と、
　燃料を前記円筒部内に吹き込む燃料用ノズルと、
　支燃性ガスを前記円筒部内に吹き込む支燃性ガス用ノズルと、
　処理ガスを前記円筒部内に吹き込む処理ガス用ノズルと、
　前記燃料および／または前記支燃性ガスに点火するパイロットバーナと、を備え、
　前記燃料用ノズル、前記支燃性ガス用ノズルおよび前記処理ガス用ノズルは、前記円筒
部の軸線に直交する同一平面上に位置しているバーナヘッド。
【請求項２】
　前記円筒部の側面には、
　　前記燃料用ノズルが接続される第１開口と、
　　前記支燃性ガス用ノズルが接続される第２開口と、
　　前記処理ガス用ノズルが接続される第３開口と、
が設けられ、前記第１開口、前記第２開口および前記第３開口の少なくとも一部は、前記
円筒部の軸線に直交する同一平面上に位置している、請求項１に記載のバーナヘッド。
【請求項３】
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　前記円筒部の側面には、前記処理ガス用ノズルが接続される第３開口が設けられ、
　前記第３開口の形状は、前記円筒部の長手方向に沿って延びるスリット状である、請求
項１または２に記載のバーナヘッド。
【請求項４】
　前記パイロットバーナは、前記円筒部から取り外し可能である、請求項１乃至３のいず
れかに記載のバーナヘッド。
【請求項５】
　前記円筒部には、上方に向かって開口しており、ヒータを挿入可能な穴が設けられる、
請求項１乃至４のいずれかに記載のバーナヘッド。
【請求項６】
　前記締結部は、前記筐体に溶接されている、請求項１乃至５のいずれかに記載のバーナ
ヘッド。
【請求項７】
　前記燃料用ノズル、前記支燃性ガス用ノズルおよび前記処理ガス用ノズルは、前記円筒
部に溶接されている、請求項１乃至６のいずれかに記載のバーナヘッド。
【請求項８】
　前記円筒部は肉厚管で構成される、請求項１乃至７のいずれかに記載のバーナヘッド。
【請求項９】
　前記筐体は、前記円筒部と、前記円筒部に嵌められた円環部と、を有し、
　前記締結部は前記円環部の側面から外側に向かって突出する、請求項１乃至８のいずれ
かに記載のバーナヘッド。
【請求項１０】
　パージガスを前記円筒部内に吹き込むパージガス用ノズルを備える請求項１乃至９のい
ずれかに記載のバーナヘッド。
【請求項１１】
　前記筐体は、前記円筒部と、前記円筒部に嵌められた円環部と、を有し、
　前記パージガス用ノズルは、前記円環部に設けられた開口を介して前記パージガスを前
記円筒部内に吹き込む、請求項１０に記載のバーナヘッド。
【請求項１２】
　前記燃料、前記支燃性ガスおよび前記処理ガスは、前記円筒部の内周面の接線方向に向
けて吹き込まれる、請求項１乃至１１のいずれかに記載のバーナヘッド。
【請求項１３】
　燃焼室本体と、
　前記燃焼室本体の上部に取り外し可能に締結された請求項１乃至１２のいずれかに記載
のバーナヘッドと、を備える排ガス処理装置用の燃焼室。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の燃焼室のメンテナンス方法であって、
　前記燃焼室本体から前記バーナヘッドを取り外すことと、
　請求項１乃至１２のいずれかに記載の新たなバーナヘッドを前記燃焼室本体に締結する
ことと、を含む燃焼室のメンテナンス方法。
【請求項１５】
　請求項１乃至１２のいずれかに記載のバーナヘッドを燃焼室本体の上部に取り外し可能
に締結することを含む、排ガス処理装置用の燃焼室の製造方法。
【請求項１６】
　燃焼室本体の上部に取り付けることによって排ガス処理装置用の燃焼室を構成するバー
ナヘッドの製造方法であって、
　鋳造により、側面に設けられた第１開口に処理ガス用ノズルが接続された円筒部を形成
する工程と、
　機械加工により、前記円筒部の側面に第２開口および第３開口を形成する工程と、
　溶接により、燃料を前記円筒部内に吹き込む燃料用ノズルを前記第２開口に取り付ける
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とともに、支燃性ガスを前記円筒部内に吹き込む支燃性ガス用ノズルを前記第３開口に取
り付ける工程と、を備えるバーナヘッドの製造方法。
【請求項１７】
　前記円筒部を形成する工程では、前記円筒部の内面に突起を形成し、
　前記第２開口および前記第３開口を形成する工程では、前記円筒部の外面から前記突起
に向かってドリルを貫通させる、請求項１６に記載のバーナヘッドの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、排ガス処理装置用のバーナヘッドおよびその製造方法に関する。また、本開
示は、排ガス処理装置用の燃焼室、その製造方法およびメンテナンス方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造装置からはシランガス（ＳｉＨ4）、或いはハロゲン系のガス（ＮＦ3，Ｃｌ
Ｆ3，ＳＦ6，ＣＨＦ3，Ｃ2Ｆ6，ＣＦ4）等の有害可燃ガスを含むガスが排出されるが、こ
のような排ガス（処理ガス）は、そのままでは大気に放出することはできない。そこで、
これらの排ガスを除害装置に導いて、燃焼による酸化無害化処理を行うことが一般に行わ
れている。この処理方法としては、燃料ガスを用いて炉内に火炎を形成し、排ガス処理を
行う燃焼式の排ガス処理装置が広く採用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４９３７８８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような排ガス処理装置では粉塵が発生するため、定期的なメンテナンスが必要であ
る。
【０００５】
　本開示はこのような問題点に鑑みてなされたものであり、その課題は、メンテナンスが
容易な排ガス処理装置を実現するためのバーナヘッドおよびその製造方法、ならびに、そ
のようなバーナヘッドを有する排ガス処理装置用の燃焼室、その製造方法およびメンテナ
ンス方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、燃焼室本体の上部に取り付けることによって排ガス処理装置用の燃焼
室を構成するバーナヘッドであって、下方が開口した円筒部を有し、前記燃焼室本体と取
り外し可能に締結するための締結部が設けられた筐体と、燃料を前記円筒部内に吹き込む
燃料用ノズルと、支燃性ガスを前記円筒部内に吹き込む支燃性ガス用ノズルと、処理ガス
を前記円筒部内に吹き込む処理ガス用ノズルと、前記燃料および／または前記支燃性ガス
に点火するパイロットバーナと、を備えるバーナヘッドが提供される。
【０００７】
　前記燃料用ノズル、前記支燃性ガス用ノズルおよび前記処理ガス用ノズルは、前記円筒
部の軸線に直交する同一平面上に位置しているのが望ましい。ここで、同一平面上に位置
しているとは、３つのノズルの燃焼室内周面側の開口の一部が同一平面上に位置している
ことをいう。
【０００８】
　前記円筒部の側面には、前記燃料用ノズルが接続される第１開口と、前記支燃性ガス用
ノズルが接続される第２開口と、前記処理ガス用ノズルが接続される第３開口と、が設け
られ、前記第１開口、前記第２開口および前記第３開口の少なくとも一部は、前記円筒部
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の軸線に直交する同一平面上に位置しているのが望ましい。
【０００９】
　前記円筒部の側面には、前記処理ガス用ノズルが接続される第３開口が設けられ、前記
第３開口の形状は、前記円筒部の長手方向に沿って延びるスリット状であるのが望ましい
。
【００１０】
　前記パイロットバーナは、前記円筒部から取り外し可能であるのが望ましい。
【００１１】
　前記円筒部には、上方に向かって開口しており、ヒータを挿入可能な穴が設けられるの
が望ましい。
【００１２】
　前記締結部は、前記筐体に溶接されているのが望ましい。
【００１３】
　前記燃料用ノズル、前記支燃性ガス用ノズルおよび前記処理ガス用ノズルは、前記円筒
部に溶接されているのが望ましい。
【００１４】
　前記円筒部は肉厚管で構成されるのが望ましい。
【００１５】
　前記筐体は、前記円筒部と、前記円筒部に嵌められた円環部と、を有し、前記締結部は
前記円環部の側面から外側に向かって突出するのが望ましい。
【００１６】
　バーナヘッドは、パージガスを前記円筒部内に吹き込むパージガス用ノズルを備えるの
が望ましい。
【００１７】
　前記筐体は、前記円筒部と、前記円筒部に嵌められた円環部と、を有し、前記パージガ
ス用ノズルは、前記円環部に設けられた開口を介して前記パージガスを前記円筒部内に吹
き込むのが望ましい。
【００１８】
　前記燃料、前記支燃性ガスおよび前記処理ガスは、前記円筒部の内周面の接線方向に向
けて吹き込まれるのが望ましい。
【００１９】
　また、本開示の別の態様によれば、燃焼室本体と、前記燃焼室本体の上部に取り外し可
能に締結された上記のバーナヘッドと、を備える排ガス処理装置用の燃焼室が提供される
。
【００２０】
　また、本開示の別の態様によれば、上記の燃焼室のメンテナンス方法であって、前記燃
焼室本体から前記バーナヘッドを取り外すことと、上記の新たなバーナヘッドを前記燃焼
室本体に締結することと、を含む燃焼室のメンテナンス方法が提供される。
【００２１】
　また、本開示の別の態様によれば、上記のバーナヘッドを燃焼室本体の上部に取り外し
可能に締結することを含む、排ガス処理装置用の燃焼室の製造方法が提供される。
【００２２】
　また、本開示の別の態様によれば、燃焼室本体の上部に取り付けることによって排ガス
処理装置用の燃焼室を構成するバーナヘッドの製造方法であって、筐体に、前記燃焼室本
体と取り外し可能に締結するための締結部と、燃料を前記筐体内に吹き込む燃料用ノズル
と、支燃性ガスを前記筐体内に吹き込む支燃性ガス用ノズルと、処理ガスを前記筐体内に
吹き込む処理ガス用ノズルと、を溶接する工程を備えるバーナヘッドの製造方法が提供さ
れる。
【００２３】
　また、本開示の別の態様によれば、燃焼室本体の上部に取り付けることによって排ガス
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処理装置用の燃焼室を構成するバーナヘッドの製造方法であって、鋳造により、側面に設
けられた第１開口に処理ガス用ノズルが接続された円筒部を形成する工程と、機械加工に
より、前記円筒部の側面に第２開口および第３開口を形成する工程と、溶接により、燃料
を前記円筒部内に吹き込む燃料用ノズルを前記第２開口に取り付けるとともに、支燃性ガ
スを前記円筒部内に吹き込む支燃性ガス用ノズルを前記第３開口に取り付ける工程と、を
備えるバーナヘッドの製造方法が提供される。
【００２４】
　前記円筒部を形成する工程では、前記円筒部の内面に突起を形成し、前記第２開口およ
び前記第３開口を形成する工程では、前記円筒部の外面から前記突起に向かってドリルを
貫通させるのが望ましい。
【発明の効果】
【００２５】
　排ガス処理装置における燃焼室のメンテナンスが容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】排ガス処理装置用の燃焼室１の模式図。
【図２】バーナヘッド１００の斜視図。
【図３Ａ】円筒部１１ａの斜視図。
【図３Ｂ】円筒部１１ａの側面図。
【図３Ｃ】円環部１１ｂの斜視図。
【図３Ｄ】図３Ｃにおける円環部１１ｂの鉛直方向中心を通る水平断面図。
【図４】図２に示すバーナヘッド１００における燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズ
ル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃを通る水平断面図。
【図５】天井部１１ｃおよび突出部１１ｄの斜視図。
【図６】図２における締結部１１ｂ１を含む燃焼室１の鉛直断面図（Ａ断面）。
【図７】図２におけるパージガス用ノズル１３ｄを含む燃焼室１の鉛直断面図（Ｂ断面）
。
【図８Ａ】図７における水供給ノズル２３を含む水平方向断面図。
【図８Ｂ】図８ＡのＱ－Ｑ矢視図。
【図９Ａ】筐体１１における円環部１１ｂの製造手順の一例を示す図。
【図９Ｂ】筐体１１における円環部１１ｂの製造手順の一例を示す図。
【図９Ｃ】筐体１１における円環部１１ｂの製造手順の一例を示す図。
【図１０Ａ】筐体１１における天井部１１ｃおよび突出部１１ｄの製造手順の一例を示す
図。
【図１０Ｂ】筐体１１における天井部１１ｃおよび突出部１１ｄの製造手順の一例を示す
図。
【図１０Ｃ】筐体１１における天井部１１ｃおよび突出部１１ｄの製造手順の一例を示す
図。
【図１１Ａ】バーナヘッド１００の製造手順の一例を示す図。
【図１１Ｂ】バーナヘッド１００の製造手順の一例を示す図。
【図１１Ｃ】バーナヘッド１００の製造手順の一例を示す図。
【図１１Ｄ】バーナヘッド１００の製造手順の一例を示す図。
【図１１Ｅ】バーナヘッド１００の製造手順の一例を示す図。
【図１１Ｆ】バーナヘッド１００の製造手順の一例を示す図。
【図１２Ａ】バーナヘッド１００の製造手順の別の例を示す図。
【図１２Ｂ】バーナヘッド１００の製造手順の別の例を示す図。
【図１２Ｃ】バーナヘッド１００の製造手順の別の例を示す図。
【図１３Ａ】バーナヘッド１００の製造手順の別の例を示す図。
【図１３Ｂ】バーナヘッド１００の製造手順の別の例を示す図。
【図１３Ｃ】バーナヘッド１００の製造手順の別の例を示す図。
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【図１４Ａ】バーナヘッド１００の製造手順の別の例を示す図。
【図１４Ｂ】バーナヘッド１００の製造手順の別の例を示す図。
【図１４Ｃ】バーナヘッド１００の製造手順の別の例を示す図。
【図１５Ａ】燃焼室１の部分垂直面図。
【図１５Ｂ】燃焼室１の水平断面図。
【図１６Ａ】燃焼室１の部分垂直面図。
【図１６Ｂ】燃焼室１の水平断面図。
【図１７Ａ】燃焼室１の部分垂直面図。
【図１７Ｂ】燃焼室１の水平断面図。
【図１８】燃焼室１を備えた排ガス処理装置の全体構成を示す模式図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００２８】
　図１は、排ガス処理装置用の燃焼室１の模式図である。本実施形態では、燃焼室１がバ
ーナヘッド１００および燃焼室本体２００から構成される。バーナヘッド１００は燃焼室
本体２００と着脱可能であり、燃焼室本体２００の上部にバーナヘッド１００を締結する
ことで燃焼室１が製造される。この燃焼室１内で排ガス（処理ガス）を燃焼することで排
ガスを無害化する。
【００２９】
　燃焼室１を一部材で形成するより、バーナヘッド１００および燃焼室本体２００に分割
することで全体の長さを抑えることができ、製造が容易となる。また、燃焼室１の上部内
壁に粉塵などが堆積したような場合でも、燃焼室本体２００からバーナヘッド１００を取
り外し、新たなバーナヘッド１００を燃焼室本体２００に締結することで、容易にメンテ
ナンスができる。
【００３０】
　図２は、バーナヘッド１００の斜視図である。バーナヘッド１００は、筐体１１と、点
火用のパイロットバーナ１２と、燃料用ノズル１３ａと、支燃性ガス用ノズル１３ｂと、
処理ガス用ノズル１３ｃと、パージガス用ノズル１３ｄとを有する。
【００３１】
　図２および以下の例では、２つずつの燃料用ノズル１３ａおよび支燃性ガス用ノズル１
３ｂと、４つの処理ガス用ノズル１３ｃとが設けられる。より具体的には、隣接する２つ
の処理ガス用ノズル１３ｃの間に、１つの燃料用ノズル１３ａまたは１つの支燃性ガス用
ノズル１３ｂが配置されている。燃料用ノズル１３ａは、例えば空気比１．３程度で燃料
流量と支燃性ガス流量を決めた場合に、支燃性ガス流量に対し、１／１５程度の流量とな
るため、相対的に細い管で構成され得る。支燃性ガス用ノズル１３ｂは、内壁に生成物の
付着を防止するため、内壁で均一な接線方向の流れを確保するため、縦長の管で構成され
得る。処理ガス用ノズル１３ｃは、昇華性生成物の付着による配管閉塞の可能性があるた
め、相対的に太い管で構成され得る。処理ガス用ノズル１３ｃは、なお、上記は一例にす
ぎず、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃの
数、形状、設置位置などに特に制限はない。
【００３２】
　筐体１１は、上方および下方が開口した円筒部１１ａと、円筒部１１ａの下部に嵌めら
れた円環部１１ｂと、円筒部１１ａの上方開口に設けられて中央が開口した天井部１１ｃ
と、天井部１１ｃの開口から上向きに突出した突出部１１ｄとからなる。これらは一体で
あってもよいし、着脱可能な複数部材から構成されてもよい。
【００３３】
　筐体１１（より詳しくは、円筒部１１ａ）の側面に開口が設けられ、燃料用ノズル１３
ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃから、それぞれ燃料、支燃
性ガスおよび処理ガスが筐体１１内に吹き込まれる。処理ガス用導入ノズル１３ｃには、
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着火前に処理ガス導入ノズル部分に滞留したガス、生成物をブローするための処理ガス用
ノズルパージガス導入ノズル１３ｅを設置する。
【００３４】
　図３Ａおよび図３Ｂは、それぞれ円筒部１１ａの斜視図および側面図である。円筒部１
１ａは、例えば厚みが１０ｍｍ程度、内径が７０ｍｍ程度の肉厚管で形成される。肉厚管
を用いることにより、円筒部１１ａの上方に向かって開口した穴１１ａ３を形成すること
が可能であり、カートリッジヒータ（不図示）を挿入できるようになっている。
【００３５】
　昇華性生成物の付着を防止するため、ステンレス製配管の内部表面温度を上げるため、
通常は配管の外側からジャケットヒータを使用することが一般的であるが、肉厚管をカー
トリッジヒータで直接温めることで、ジャケットヒータより効率よく昇温できるため、省
エネに寄与する。複雑形状のバーナヘッドの昇温も可能となる。またカートリッジヒータ
はジャケットヒータより安価なため、コストダウンとなる。
【００３６】
　そして、円筒部１１ａの側面に、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよ
び処理ガス用ノズル１３ｃとそれぞれ接続される開口１５ａ～１５ｃが設けられる。これ
ら開口１５ａ～１５ｃの少なくとも一部は、円筒部１１ａの軸線と直交する同一平面（図
３Ｂの一点鎖線Ｐ）に位置するのが望ましい。
【００３７】
　開口１５ａ～１５ｃの数や形状は、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂお
よび処理ガス用ノズル１３ｃに合わせて設けられる。燃料と支燃性ガスの吹き出し流速は
運動量がほぼ同一となるように吹き出し口径（開口）を設計する。図３Ａおよび図３Ｂに
示す例では、燃料用の開口１５ａは、例えば鉛直方向に並ぶ３個の直径２ｍｍ程度の小孔
の集合から形成され得る。支燃性ガス用の開口１５ｂは、例えば鉛直方向に並ぶ１０個の
直径４ｍｍ程度の小孔の集合から形成され得る。処理ガス用の開口１５ｃは、直径２５ｍ
ｍ程度の１つの孔から形成され得る。
【００３８】
　図３Ｃは、円環部１１ｂの斜視図である。また、図３Ｄは、図３Ｃにおける円環部１１
ｂの鉛直方向中心を通る水平断面図である。円環部１１ｂには、側面から外側に向かって
１０ｍｍ程度突出した１または複数（同図では等間隔に４つ）の締結部１１ｂ１が溶接に
より設けられる。締結部１１ｂ１には開口１１ｂ２が設けられ、後述するようにボルトで
燃焼室本体２００と締結できるようになっている。
【００３９】
　また、円環部１１ｂには側面から内側に向かう２つの開口１１ｂ３が設けられており、
これらの開口１１ｂ３のそれぞれにパージガス用ノズル１３ｄが取り付けられる。パージ
ガス用ノズル１３ｄは円筒部１１ａの内周面の接線方向に向いている。
【００４０】
　図４は、図２に示すバーナヘッド１００における燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノ
ズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃを通る水平断面図である。図示のように、２つ
ずつの燃料用ノズル１３ａおよび支燃性ガス用ノズル１３ｂならびに４つの処理ガス用ノ
ズル１３ｃが、円筒部１１ａの側面に設けられた開口１５ａ～１５ｃの位置にそれぞれ取
り付けられる。開口１５ａ～１５ｃの少なくとも一部が同一平面上にあるため、燃料用ノ
ズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃも同一平面上にあ
ると言える。
【００４１】
　燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃは円筒
部１１ａの内周面の接線方向（あるいは、接線方向から若干傾いた方向、以下同様）に向
いている。円筒部１１ａが１０ｍｍ程度の肉厚である場合、円筒部１１ａで助走距離を確
保でき、整流された燃料、支燃性ガスおよび処理ガスが円筒部１１ａの接線方向に向かっ
て供給される。
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【００４２】
　図５は、天井部１１ｃおよび突出部１１ｄの斜視図である。
　突出部１１ｄ内には、燃料および／または支燃性ガスに点火するパイロットバーナ１２
が配置されている。そして、突出部１１ｄの側面には２つの開口（不図示）が設けられて
いる。上方の開口を介して燃料供給ノズル１１ｄ１が突出部１１ｄ内に連通しており、燃
料が供給される。また、下方の開口を介して空気供給ノズル１１ｄ２が突出部１１ｄ内に
連通しており、空気が供給される。天井部１１ｃを円筒部１１ａから取り外し可能とする
か、突出部１１ｄを天井部１１ｃから取り外し可能とし、パイロットバーナ１２を円筒部
１１ａから取り外し可能とするのが望ましい。
【００４３】
　天井部１１ｃには、１または複数の穴１１ｃ１が形成されている。この穴１１ｃ１は円
筒部１１ａにおける穴１１ａ３（図３Ａ参照）と対応する位置に設けられる。穴１１ｃ１
を介して、上述したように穴１１ａ３にカートリッジヒータを差し込める。
【００４４】
　図６は、図２における締結部１１ｂ１を含む燃焼室１の鉛直断面図（Ａ断面）である。
燃焼室本体２００は、上方（バーナヘッド１００側）および下方が開口した上側円筒部２
１と、上側円筒部２１の下方開口から下方に延びる下側円筒部２２とを有する。これらは
一体であってもよいし、複数部材から構成されてもよい。
【００４５】
　上側円筒部２１の直径は、バーナヘッド１００における円環部１１ｂの直径とほぼ等し
い。そして、上側円筒部２１上に円環部１１ｂが配置される。バーナヘッド１００におけ
る円筒部１１ａの下部は、燃焼室本体２００における上側円筒部２１内にある。下側円筒
部２２の直径は上側円筒部２１の直径より小さく、バーナヘッド１００における円筒部１
１ａの直径とほぼ等しい。
【００４６】
　上側円筒部２１の上端から外側に向かって締結部２１ａが延びている。締結部２１ａに
は、バーナヘッド１００の締結部１１ｂ１に形成された開口と対向する位置に開口がある
。締結部１１ｂ１，２１ａの開口に上方（バーナヘッド１００側）からボルト１４ａを挿
入し、下方（燃焼室本体２００側）においてナット１４ｂをボルト１４ａの下部に嵌める
ことで、バーナヘッド１００と燃焼室本体２００とを締結できる。これにより、バーナヘ
ッド１００および燃焼室本体２００が一体となって内部に円筒状の空洞を有する燃焼室１
が構成される。
【００４７】
　図７は、図２におけるパージガス用ノズル１３ｄを含む燃焼室１の鉛直断面図（Ｂ断面
）である。燃焼室本体２００における上側円筒部２１の側面に設けられた開口に水供給ノ
ズル２３が連通しており、上側円筒部２１内に水が供給される。なお、水供給ノズル２３
は必ずしもパージガス用ノズル１３ｄと同一平面内になくてもよい。
【００４８】
　また、円環部１１ｂに形成された開口１１ｂ３は、下方が開口した円形溝１１ｂ４に繋
がっている。よって、パージガス用ノズル１３ｄからのパージガスは、開口１１ｂ３およ
び円形溝１１ｂ４を通って上側円筒部２１内に供給される。
【００４９】
　なお、燃焼室１全体で見ると、最も上方にパイロットバーナ１２があり、その下方に燃
料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃ（図７には
不図示）があり、そのさらに下方にパージガス用ノズル１３ｄがあり、そのまたさらに下
方に水供給ノズル２３がある。
【００５０】
　以下、水供給ノズル２３およびパージガス用ノズル１３ｄの役割について詳しく説明す
る。
【００５１】
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　図７に示すように、燃焼室１には、燃料、支燃性ガスおよび処理ガスが吹き込まれる位
置よりやや下方の位置に、燃焼室１の内壁面上に濡れ壁（水膜）２３ａを形成するための
水を供給する水供給ノズル２３が設置されている。より詳しくは、水供給ノズル２３は、
燃焼室本体２００における上側円筒部２１の側壁に設置されている。水供給ノズル２３か
らの水は上側円筒部２１に溜まるので、上側円筒部２１を水溜め部と呼ぶこともできる。
【００５２】
　上側円筒部２１は、下側円筒部２２の側壁から半径方向外側に延びて上側円筒部２１の
底面を形成する環状の底板２１ｂと、底板２１ｂの外周端より略垂直方向に延びて上側円
筒部２１の側壁を形成する円筒状の側板２１ｃとから構成されている。水供給ノズル２３
は側板２１ｃに固定されている。水供給ノズル２３は上側円筒部２１の内周面の接線方向
に向けて水を噴出するように配置されている。
【００５３】
　水供給ノズル２３から上側円筒部２１の内周面の接線方向に向けて水を噴出することに
より、上側円筒部２１には、半径方向外側から内側に向かって斜め下方に傾斜した水面を
有する旋回流からなる水膜が形成される。そして、傾斜した水面を有する旋回流（水膜）
の下端かつ半径方向内端、すなわち上側円筒部２１の底板２１ｂの半径方向内端から水膜
は下側円筒部２２の内壁に沿って流れ落ちていき、燃焼室１の内壁に濡れ壁水２３ａが形
成される（この点については、後に詳述する）。
【００５４】
　上側円筒部２１の上方には、円形溝１１ｂ４および開口１１ｂ３からなるパージガス吹
き込み部１１ｂ５が設けられる。パージガス吹き込み部１１ｂ５を介してパージガスを吹
き込む複数のパージガス用ノズル１３ｄが円周方向に間隔をおいて形成されている。パー
ジガス用ノズル１３ｄからパージバス吹き込み部１１ｂ５にパージガスが吹き込まれ、パ
ージガスは円形溝１１ｂ４の下端開口から下方に噴出するようになっている。パージガス
には空気または窒素が用いられ得る。
【００５５】
　より詳しくは、パージガスを吹き込むパージガス用ノズル１３ｄが円環部１１ｂから接
線方向に向けて設置されており（図３Ｄも参照）、パージガスを円形溝１１ｂ４の外周側
の面の接線方向に向けて吹き込むことにより、パージガスは円形溝１１ｂ４の全周に充満
して円形溝１１ｂ４の下端開口の全周から下方に円環状に吹き出す。このように、円形溝
１１ｂ４からパージガスを円環状に吹き出すことにより、濡れ壁水２３ａの上端部および
その近傍（すなわち、上側円筒部２１に形成されている水の旋回流（水膜）の上端部およ
びその近傍）の周辺雰囲気をパージガス（空気又は窒素）で置換することができる。
【００５６】
　図８Ａおよび図８Ｂは、上側円筒部２１に濡れ壁水２３ａの旋回流を形成するための構
成を示す図である。より詳しくは、図８Ａは図７における水供給ノズル２３を含む水平方
向断面図であり、図８Ｂは図８ＡのＱ－Ｑ矢視図である。
【００５７】
　図８Ａに示すように、濡れ壁水２３ａは、上側円筒部２１の側板２１ｃの内周の接線方
向に設置された水供給ノズル２３からある流速で供給され、その運動エネルギーによって
上側円筒部２１の壁面内周に沿って流れる。濡れ壁水２３ａは円周上を移動するために遠
心力が働き、図８Ｂに示すように側板２１ｃの壁面に沿って周回を続けようとする一方で
、水は連続して供給されるため、１周目、２周目、３周目と周回を重ねるほど上に押し上
げられていく。
【００５８】
　ただし周回するにつれて摩擦により運動エネルギーが小さくなっていき、同時に遠心力
も弱まるので、上に押し上げられた水は重力によって円周の内側に向けて流れ落ちていく
。このようにして水撥ねが上がらず、途切れることのない、半径方向外側から内側に向か
って斜め下方に傾斜した水面を有する水膜が形成される。この傾斜した水面を有する水膜
は、図７に示すように、上側円筒部２１の底板２１ｂの内端から下側円筒部２２の内壁に
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沿って流れ落ちていき、燃焼室１の内壁に濡れ壁水２３ａが形成される。
【００５９】
　パージガス吹き込み部１１ｂ５からパージガスを適正な流量で吹き込むことで、燃焼室
１の内壁に固形物が付着するのを防止できる。
【００６０】
　以上説明した燃焼室１において、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよ
び処理ガス用ノズル１３ｃから、燃料、支燃性ガスおよび処理ガスをそれぞれ燃焼室１の
内周面の接線方向に向けて、火炎の燃焼速度以上の流速で吹き込む。これにより、燃焼室
１の内壁から浮いた三種混合の円筒状混合火炎が燃焼室１の軸線方向に沿って形成される
。
【００６１】
　三種のガスを共に接線方向に吹き込むことで、旋回遠心力により円筒状混合火炎の外側
は温度が低く重い未燃の三種混合ガス、内側は温度が高く軽い三種混合の燃焼後ガスの分
布が形成される。したがって、円筒状混合火炎は、温度の低い未燃の三種混合ガスに覆わ
れた自己断熱された状態となるため、放熱による温度低下がなく、燃焼効率の高いガス処
理が行われる。
【００６２】
　また、処理ガスは通常Ｎ2ガス等により希釈されて排ガス処理装置へ流入するので、こ
のＮ2ガスを含む処理ガスを燃料および支燃性ガスと混焼することで、緩慢な燃焼となり
、局所的な高温部が形成されないため、ＮＯxの発生が抑制される。
【００６３】
　また、Ｎ2ガスを含む処理ガスを燃料および支燃性ガスと混焼することで、円筒状とな
る火炎の径が小さくなり、燃焼室１の内壁面温度が低下する。すなわち、本燃焼方式の特
徴である火炎の断熱性が促進されるため、図７に示すように、燃焼室１の内壁面に濡れ壁
（水膜）を形成しても火炎および火炎内側の燃焼ガス温度が低下することはない。
【００６４】
　そして、燃焼後に生成されるＳｉＯ2等の粉体は、ガス旋回流の遠心力により外側の濡
れ壁水２３ａに捕集され下部へ洗い流されるため、燃焼室１の内壁面に堆積せず、また燃
焼室１で大部分の粉体が濡れ壁水２３ａに捕集されることとなるため、排ガス処理装置の
スクラバー性能（粉体除去性能）が向上する。腐食性ガスも濡れ壁水２３ａにより洗い流
され、燃焼室１の内壁面の腐食を防止できる。
【００６５】
　以上説明したように、燃焼室１の内壁面ひいてはバーナヘッド１００における筐体１１
の内壁面温度は低く、４０度程度である。仮に筐体１１の内壁面が数百度程度まで内壁面
温度が上昇するのであれば、溶接で締結部１１ｂ１を取り付けることはできず、フランジ
を用いることとなり、燃焼室１が大型化せざるを得ない。
【００６６】
　これに対し、本実施形態では筐体１１の内壁面温度が低いため、熱による応力が低い。
したがって、筐体１１（図２の例では円環部１１ｂ）に締結部１１ｂ１を溶接で取り付け
ることが可能となり、燃焼室１を小型化できる。また、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス
用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃも溶接で筐体１１（図２の例では円筒部１
１ａ）に取り付けることができる。
【００６７】
　次に、上述した燃焼室１による処理ガス（排ガス）の処理例を説明する。
　処理ガスの燃焼室１への流入量により、処理ガス（主成分の一つにＮ2ガスを含む）、
燃料ガスおよび支燃性ガスの三種の混合気の組成を燃焼範囲としつつ、ガス処理に必要な
ガス温度を確保することができる適切な燃料および支燃性ガスの流量を設定する。以下、
三種の組成と燃焼範囲との関係を燃料ガスをプロパンとした場合で説明する。
【００６８】
　支燃性ガスが純酸素で、処理ガスのＮ2がない場合、混合気に対するプロパン成分％は
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、燃焼の下限界は２％で、上限界は４０％である。支燃性ガスを空気（Ｎ2とＯ2の組成比
は７９：２１）とした場合、混合気に対するプロパン成分％は、燃焼の下限界は２％で上
限界は１０％であることが知られている。
【００６９】
　これに処理ガスの主となるＮ2が加わり、例えばＮ2とＯ2の組成比が、８５：１５とな
った場合、混合気に対するプロパン成分％は、燃焼の下限界は２％で上限界は６％である
ことが知られている。なお、燃料ガス（燃料）が都市ガス、天然ガス等の他のガスの場合
には、プロパンが燃料ガスである場合と同様の手法により混合気の燃焼範囲を求めればよ
い。
【００７０】
　すなわち、燃料ガス、支燃性ガス（酸素と空気）および処理ガスのＮ2の混合気の組成
と燃焼範囲の関係をもとに調整することができる。同一平面上に設置する燃料用ノズル１
３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃのセットを、例えば２段
設置した場合、燃料流量と支燃性ガス流量と処理ガス流量のバランス（組成比）を変え、
例えば上段側の処理ガス流入量を減らし、下段側を増やすことで、火炎の安定性を向上さ
せることができる。
【００７１】
　続いて、図２に示すバーナヘッド１００の製造方法を説明する。概略としては、筐体１
１に、締結部１１ｂ１、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス
用ノズル１３ｃを任意の順で溶接することで、バーナヘッド１００が製造される。以下、
より具体的な例を説明する。
【００７２】
　図９Ａ～図９Ｃは、筐体１１における円環部１１ｂの製造手順の一例を示す図である。
まず、図９Ａに示すように、ステンレス製の環状部材１１ｂ２の側面に開口１１ｂ３およ
び円形溝１１ｂ４（不図示）を形成する。続いて、図９Ｂに示すように、開口１１ｂ３の
位置にパージガス用ノズル１３ｄを溶接する。次に、図９Ｃに示すように、４つの締結部
１１ｂ１を環状部材１１ｂ２の側面であって、開口１１ｂ３とは異なる位置に等間隔に溶
接する。これにより円環部１１ｂが出来上がる。
【００７３】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、筐体１１における天井部１１ｃおよび突出部１１ｄの製造手順
の一例を示す図である。図１０Ａに示すように、ステンレス製の円形部材１１ｃ２の外縁
部に穴１１ｃ１を、中央部に開口１１ｃ３を形成して天井部１１ｃを作製する。続いて、
図１０Ｂに示すように、開口１１ｃ３の位置に突出部１１ｄを取り付ける。次に、図１０
Ｃに示すように、突出部１１ｄの上部に燃料供給ノズル１１ｄ１を、その下方に空気供給
ノズル１１ｄ２を溶接する。これにより、天井部１１ｃおよび突出部１１ｄが出来上がる
。
【００７４】
　図１１Ａ～図１１Ｆは、バーナヘッド１００の製造手順の一例を示す図である。まず、
図１１Ａに示すように、ステンレス製で厚み１０ｍｍ、内径７０ｍｍ程度の肉厚管の側面
に開口１５ａ～１５ｃを形成するとともに、上面に穴１１ａ３を形成し、円筒部１１ａを
作製する。続いて、図１１Ｂに示すように、円筒部１１ａの上部に天井部１１ｃを取り付
ける。この時、円筒部１１ａの穴１１ａ３と天井部１１ｃの穴１１ｃ１とが鉛直方向にお
いて一致するようにする。
【００７５】
　次に、図１１Ｃに示すように、予め作製した２つの支燃性ガス用ノズル１３ｂを円筒部
１１ａの開口１５ｂの位置に溶接する。その後、図１１Ｄに示すように、円筒部１１ａの
下方から円環部１１ｂを嵌めて固定する。次いで、図１１Ｅに示すように、予め作製した
４つの処理ガス用ノズル１３ｃを円筒部１１ａの開口１５ｃの位置に溶接する。さらに、
図１１Ｆに示すように、２つの燃料用ノズル１３ａを円筒部１１ａの開口１５ａの位置に
溶接する。以上により、バーナヘッド１００が出来上がる。
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【００７６】
　上述したバーナヘッド１００は、２つの燃料用ノズル１３ａ、２つの支燃性ガス用ノズ
ル１３ｂおよび４つの処理ガス用ノズル１３ｃが円筒状の燃焼室１の軸線に直交する同一
平面上に位置している場合を説明したが、これら燃焼室１の軸線方向にずれて配置されて
いる場合であっても、下記の（１）および（２）の条件を満たせば、燃焼室１の内壁から
浮いた三種混合の円筒状混合火炎を形成することができる。また、燃料用ノズル１３ａ、
支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃは、複数に分割して燃焼室１の
円周方向に離間させて配置しても良い。
【００７７】
（１）燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃが
、燃料（燃料ガス）、支燃性ガスおよび処理ガスをそれぞれ燃焼室１の内周面の接線方向
へ吹き込んで、燃料、支燃性ガスおよび処理ガスの三種混合の旋回流を形成する。
【００７８】
（２）燃焼室１に吹き込まれる燃料（燃料ガス）、支燃性ガスおよび処理ガスのうち、少
なくとも１つのガスが燃焼室１に最後に吹き込まれて三種混合の旋回流が形成されたとき
に、三種の混合気の組成が燃焼範囲に到達する。
【００７９】
　上記（１）および（２）の条件を満たすことにより、燃焼室１の内壁から浮いた三種混
合の円筒状混合火炎を形成することができるが、三種混合の円筒状混合火炎が形成された
後においては、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル
１３ｃの下流側（後段）に、さらに燃料用ノズル１３ａおよび処理ガス用ノズル１３ｃを
設け、これらのノズルから燃料と処理ガスを吹き込むことにより、燃焼温度を向上させ、
ガス処理性能を向上させることもできる。
【００８０】
　次に、上記（１）および（２）の条件を満たす各種変形例について図面を参照して説明
する。
【００８１】
　まず、燃焼室１に最初に吹き込まれて旋回流を最初に形成するノズル、すなわち旋回流
を開始するノズルとして、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガ
ス用ノズル１３ｃのうちどのノズルを選定するかを説明し、選定されたノズルを基準とし
て旋回流の下流側に向かって他のノズルをいかに配置するかについて説明する。
【００８２】
　図１１Ａ～図１１Ｆは主に溶接によってバーナヘッド１００を製造する例を示したが、
鋳物によって製造することもできる。
【００８３】
　まず、図１２Ａ～図１２Ｃに示す土台１０１を鋳造によって作成し、下面における湯口
Ａの切断およびブラスト仕上げを行う。なお、図１２Ａ～図１２Ｃは、それぞれ土台１０
１の上面図、斜視図および側面図である。この土台１０１は、主にバーナヘッド１００の
円筒部１１ａ、円環部１１ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃに対応する。
【００８４】
　ここで、円筒部１１ａには処理ガス用ノズル１３ｃが接続される開口１５ｃが形成され
ている（図１２Ｂ）。開口１５ｃの形状は円筒部１１ａの長手方向（鉛直方向）に延びる
スリット状とするのが望ましい。これにより、処理ガスが円筒部１１ａの内面に沿うよう
に流れるので、酸化空気量が適切となる。その結果、火炎が消えづらくなる。また、バー
ナ天板（図２の天井部１１ｃ）付近のよどみが少なくなり、生成物の付着が抑制される。
さらに、気液界面の水の飛沫が減り、生成物の付着が抑制される。鋳物によれば、開口１
５ｃの形状を比較的自由に設計できる。
【００８５】
　なお、図１２Ａに示すように、円筒部１１ａの内側には突起１０２を形成するのが望ま
しい。その理由は後述する。
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【００８６】
　この土台１０１の製法は種々考えられる。一例として、３Ｄプリンタを利用した直接鋳
造で製造できる。すなわち、３Ｄプリンタを用いてターゲットとなる土台１０１と同型で
樹脂製の型を形成する。この型にセラミックを吹き付けて焼くことで樹脂が溶け、内部が
空洞となったセラミックの型ができる。この型に金属を流し込んで固め、セラミックの型
を割ることで、金属製の土台１０１ができる。この手法によれば、安価かつ短時間で土台
１０１を作成できる。
【００８７】
　その他、３Ｄプリンタを用いて金属製の土台１０１を作成してもよいし、通常の鋳型に
よって作成してもよい。
【００８８】
　続いて、土台１０１に対して次の機械加工を行い、図１３Ａ～図１３Ｃの状態とする。
【００８９】
　すなわち、円筒部１１ａに、燃料用ノズル１３ａが接続される開口１５ａおよび支燃性
ガス用ノズル１３ｂが接続される開口１５ｂをドリル加工によって形成する（図１３Ｂ）
。この際、円筒部１１ａの内側に突起１０２があることで、ドリルを円筒部１１ａの外面
から内部の突起１０２に向かって貫通させる際の抜け先に垂直面が確保され、開口１５ａ
，１５ｂの形成が容易となる。開口１５ａ，１５ｂの形成後、円筒部１１ａの内側の仕上
げ切削により、突起１０２を削って内側を真円とする。
【００９０】
　また、円環部１１ｂの締結部１１ｂ１に、燃焼室本体２００とボルトで締結するための
開口１１ｂ２を形成する。また、天井部１１ｃを取り付けるためのタップ穴１１ｃ１およ
びＯリング溝１１ｃ２を円筒部１１ａの上面に形成する。また円筒部１１ａの上面に、カ
ートリッジヒータを挿入するための穴１１ａ３を形成する。
【００９１】
　さらに、処理ガス用ノズル１３ｃ用のフランジ取り付け部Ｂ、燃焼室本体２００との締
結部Ｃおよび湯口をかねていた唾下部Ｄをそれぞれ仕上げ切削する。
【００９２】
　その後、フランジ１３ｃ１を処理ガス用ノズル１３ｃに溶接し、かつ、燃料用ノズル１
３ａを円筒部１１ａに形成された開口１５ａに溶接し、かつ、支燃性ガス用ノズル１３ｂ
を円筒部１１ａに形成された開口１５ｂに溶接し、図１４Ａ～図１４Ｃの状態とする。な
お、蓋部１３ｂ１を介して支燃性ガス用ノズル１３ｂを円筒部１１ａに取り付けることで
、蓋部１３ｂ１と円筒部１１ａの外面との間に空室が形成される。これにより、支燃性ガ
ス用ノズル１３ｂから供給された燃料が上部の開口１５ｂから下部の開口１５ｂまで万遍
なく到達し、均一に円筒部１１ａ内に支燃性ガスが供給される。燃料用ノズル１３ａも同
様である。
【００９３】
　その後、天井部１１ｃ、突出部１１ｄおよびパイロットバーナ１２を円筒部１１ａ上に
取り付けることで、バーナヘッド１００が出来上がる。
【００９４】
　図１５Ａおよび図１５Ｂは、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処
理ガス用ノズル１３ｃのセットが単段（または２段の場合の上段）であって処理ガスの吹
き込みノズルが少ない（１個の）場合を示す模式図であり、図１５Ａは燃焼室１の部分垂
直面図、図１５Ｂは燃焼室１の水平断面図である。
【００９５】
　支燃性ガスを空気として、空気比を１．３とした場合、燃料流量の約１５倍の空気が必
要となる。この場合、燃焼室１内の旋回力を支配するのは、空気の流量および流速となる
。したがって、図１５Ａおよび図１５Ｂに示すように、支燃性ガスとして空気を吹き込む
支燃性ガス用ノズル１３ｂを、旋回流を開始するノズルに選定する。これにより、燃焼室
１におけるバーナヘッド１００の天井部１１ｃは火炎が形成される直前の支燃性ガスによ
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り冷却されるため、天井部１１ｃの放熱による熱量ロスを低減でき、省エネルギーに寄与
する。
【００９６】
　そして、選定された支燃性ガス用ノズル１３ｂを基準として、旋回流の下流側に向かっ
て処理ガス用ノズル１３ｃおよび燃料用ノズル１３ａの順に配置する。すなわち、支燃性
ガス用ノズル１３ｂと燃料用ノズル１３ａの間に、希釈Ｎ2を主体とした処理ガスを吹き
込む処理ガス用ノズル１３ｃを設置することで、支燃性ガスは処理ガス（Ｎ2主体）と混
合した後に、燃料ガスを混合し着火するため、局所的高温部が形成されることなく、均一
な温度場をもつ火炎が形成される。これにより、ガス処理性能は向上しつつ、サーマルＮ
Ｏxの発生を抑制することができる。
【００９７】
　図１５Ａおよび図１５Ｂにおいては、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂ
および処理ガス用ノズル１３ｃが円筒状の燃焼室１の軸線に直交する同一平面上に位置し
ている構成を例示したが、これらを燃焼室１の軸線方向にずらして配置する場合には、図
５Ａにおいて、支燃性ガス用ノズル１３ｂを最上段に配置し、下方に向かって処理ガス用
ノズル１３ｃおよび燃料用ノズル１３ａの順にずらして配置すればよい。なお、図１５Ａ
に示す断面図では、断面の手前側（前方側）に位置する処理ガス用ノズル１３ｃを仮想線
で示している。以下の図面でも同様である。
【００９８】
　図１６Ａおよび図１６Ｂは、処理ガス用ノズル１３ｃが単段に収まらない場合に、燃料
用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよび処理ガス用ノズル１３ｃのセットを上
下に２段設置した場合の下段のセットの一例を示す模式図であり、図１６Ａは燃焼室１の
部分垂直断面図、図１６Ｂは水平断面図である。
【００９９】
　図１６Ａおよび図１６Ｂに示すように、下段のセットは、旋回流の最上流側に支燃性ガ
ス用ノズル１３ｂを配置し、これを基準として旋回流の下流側に向かって処理ガス用ノズ
ル１３ｃ－１、処理ガス用ノズル１３ｃ－２、燃料用ノズル１３ａおよび処理ガス用ノズ
ル１３ｃ－３をこの順に配置して構成される。
【０１００】
　このように、下段のセットにも、燃料用ノズル１３ａ、支燃性ガス用ノズル１３ｂおよ
び処理ガス用ノズル１３ｃ－１～１３ｃ－３を設けることで、ガス混合度が均一化される
ため、局所高温部を形成することなく、均一な温度場の火炎を形成することができる。こ
れにより、ガス処理性能は向上しつつ、サーマルＮＯxの発生を抑制することができる。
【０１０１】
　図１７Ａおよび図１７Ｂは、処理ガス用ノズル１３ｃが単段に収まらない場合に、上下
に２段設置した場合の下段のセットの他の例を示す模式図であり、図１７Ａは燃焼室１の
部分垂直断面図、図１７Ｂは水平断面図である。
【０１０２】
　図１７Ａおよび図１７Ｂに示すように、下段のセットは、旋回流の最上流側に処理ガス
用ノズル１３ｃ－１を配置し、これを基準として旋回流の下流側に向かって処理ガス用ノ
ズル１３ｃ－２、燃料用ノズル１３ａおよび処理ガス用ノズル１３ｃ－３をこの順に配置
して構成されている。
【０１０３】
　難分解性ガスなどが処理ガスとして燃焼室１に流入する場合、支燃性ガスの空気に酸素
を追加し、高温の温度場を形成する必要がある。この場合、上段のセットは、図１５Ａお
よび図１５Ｂのセットと同様の構成にして、下段のセットは図１３Ａおよび図１３Ｂに示
すセットから支燃性ガス用ノズル１３ｂを除いた図１７Ａおよび図１７Ｂに示すセットと
して、上段のセットにのみ支燃性ガス用ノズル１３ｂを設ける。
【０１０４】
　火炎の形成位置は、図１６Ａおよび図１６Ｂに示す下段のセットとした場合よりも旋回
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上流側に移動し、火炎体積を小さくすることができるため、より高温な温度場を形成でき
る。
【０１０５】
　上述した燃焼室１において、燃料ガス、支燃性ガスおよび処理ガスは、火炎の燃焼速度
以上の流速で吹き込む。この場合、燃料ガス、支燃性ガスおよび処理ガスの流速は、スワ
ール数（旋回度合を表す無次元数）が５～４０になるように調整する。このようにスワー
ル数を基準として燃料ガス、支燃性ガスおよび処理ガスの流速を調整することにより、所
望の円筒状混合火炎を形成できる。また、火炎の安定性を向上させるため、パイロットバ
ーナ１２が常時火炎を形成しておくのも好適である。
【０１０６】
　図１８は、燃焼室１を備えた排ガス処理装置の全体構成を示す模式図である。図１８に
示すように、排ガス処理装置は、処理ガス（排ガス）を燃焼して酸化分解する燃焼室１と
、この燃焼室１の後段に配置された循環水タンク４０および排ガス洗浄部６０とを備えて
いる。
【０１０７】
　処理ガス（排ガス）は、バイパス弁（三方弁）３１を通じて燃焼室１におけるバーナヘ
ッド１００の内周面の接線方向に供給される（図１８では、模式的に上方から供給される
ように描いている）。排ガス処理装置に不具合がある場合には、バイパス弁３１が操作さ
れ、処理ガスが排ガス処理装置に導入されずに、図示しないバイパス管に送られるように
なっている。同様に、燃料および支燃性ガスもバーナヘッド１００の内周面の接線方向に
供給される。
【０１０８】
　燃料、支燃性ガスおよび処理ガスを燃焼室１の内周面の接線方向に向けて火炎の燃焼速
度以上の流速で吹き込むことにより、燃焼室１の内壁から浮いた三種混合の円筒状混合火
炎が形成される。燃焼室本体２００の上部には水供給ノズル２３から水Ｗが供給されてお
り、この水Ｗは燃焼室本体２００の内面に沿って流下し、内面に濡れ壁（水膜）を形成す
る。この濡れ壁水２３ａにより、処理ガスの燃焼により生成したＳｉＯ2等の粉体は捕集
される。
【０１０９】
　燃焼室１は接続管３２によって下方に延びて、下方に配置された循環水タンク４０に到
達している。循環水タンク４０の内部には堰４１が設けられており、この堰４１によって
上流側の第１の槽４０Ａと下流側の第２の槽４０Ｂとに区画されている。濡れ壁水２３ａ
に捕集された粉体生成物は、接続管３２を介して循環水タンク４０の第１の槽４０Ａ内に
落下し、第１の槽４０Ａの底部に堆積する。また、燃焼室１の内面を流下した濡れ壁水２
３ａは第１の槽４０Ａに流入する。第１の槽４０Ａの水は、堰４１をオーバーフローして
第２の槽４０Ｂに流れ込む。
【０１１０】
　燃焼室１は冷却部５０を介して排ガス洗浄部６０と連通している。この冷却部５０は、
接続管３２に向かって延びる配管５１と、この配管５１内に配置されたスプレー水供給ノ
ズル５２とを有している。スプレー水供給ノズル５２は、配管５１を流れる排ガスに対向
するように水を噴射する。したがって、燃焼室１で処理された排ガスは、スプレー水供給
ノズル５２から噴射される水によって冷却される。噴射された水は、配管５１を通って循
環水タンク４０に回収される。
【０１１１】
　冷却された排ガスは、次に排ガス洗浄部６０に導入される。この排ガス洗浄部６０は、
水で排ガスを洗浄し、排ガスに含まれる微小な粉塵を除去する。この粉塵は主として燃焼
室１での酸化分解（燃焼処理）により生成された粉体生成物である。
【０１１２】
　排ガス洗浄部６０は、ガス流路６１を形成する壁部材６２と、ガス流路６１内に配置さ
れる第１のミストノズル６３Ａ、第１の水膜ノズル６３Ｂ、第２のミストノズル６４Ａ、
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および第２の水膜ノズル６４Ｂとを備えている。これらミストノズル６３Ａ，６４Ａおよ
び水膜ノズル６３Ｂ，６４Ｂは、ガス流路６１の中心部に位置し、ほぼ直線状に配列され
ている。第１のミストノズル６３Ａおよび第１の水膜ノズル６３Ｂは第１のノズルユニッ
ト６３を構成し、第２のミストノズル６４Ａおよび第２の水膜ノズル６４Ｂは第２のノズ
ルユニット６４を構成する。したがって、本実施形態では、２組のノズルユニット６３，
６４が設けられている。なお、ノズルユニットは１組でもよく、３組以上のノズルユニッ
トを設けてもよい。
【０１１３】
　第１のミストノズル６３Ａは、第１の水膜ノズル６３Ｂよりも、排ガスの流れ方向にお
いて上流側に配置されている。同様に、第２のミストノズル６４Ａは、第２の水膜ノズル
６４Ｂよりも上流側に配置されている。すなわち、ミストノズルと水膜ノズルとが交互に
配置されている。ミストノズル６３Ａ，６４Ａ、水膜ノズル６３Ｂ，６４Ｂ、壁部材６２
は、耐腐食性のある樹脂（例えばＰＶＣ：ポリ塩化ビニル）から構成されている。
【０１１４】
　第１のミストノズル６３Ａの上流側には、排ガスの流れを整流する整流部材６５が配置
されている。この整流部材６５は、排ガスの圧力損失を生じさせて、ガス流路６１中の排
ガスの流れを均一にする。整流部材６５は、酸による腐食を防ぐために、金属以外の材料
で構成されていることが望ましい。整流部材６５の例として、樹脂で構成された不織材や
、複数の開孔が形成された樹脂プレートが挙げられる。整流部材６５の上流側には、ミス
トノズル６６が配置されている。ミストノズル６３Ａ，６４Ａ，６６および水膜ノズル６
３Ｂ，６４Ｂは、壁部材６２に取り付けられている。
【０１１５】
　排ガスは配管５１から排ガス洗浄部６０の内部に導入される。排ガスは、排ガス洗浄部
６０内を下から上に流れる。より詳しくは、配管５１から導入された排ガスは、まず、排
ガス洗浄部６０のミストノズル６６に向かう。そして、排ガスは、ミストノズル６６によ
り形成されたミストを通過し、整流部材６５により整流される。整流部材６５を通過した
排ガスは均一な流れを形成し、ガス流路６１を低速で上昇する。ガス流路６１には、ミス
ト、水膜、ミスト、および水膜がこの順に形成されている。
【０１１６】
　排ガスに含まれている直径１μｍ未満の微小な粉塵は、拡散作用（ブラウン運動）によ
りミストを構成する水粒に容易に付着し、これによりミストに捕捉される。直径１μｍ以
上の粉塵も、その多くは同様に水粒に捕捉される。水粒の径は約１００μｍであるので、
この水粒に付着した粉塵のサイズ（径）は見かけ上大きくなる。したがって、粉塵を含む
水粒は、下流側の水膜に慣性衝突により容易にぶつかり、水粒とともに粉塵は排ガスから
除去される。ミスト捕捉されなかった比較的径の大きい粉塵も、同様にして水膜に捕捉さ
れ除去される。このようにして水により洗浄された排ガスは、壁部材６２の上端部から排
出される。
【０１１７】
　図１８に示すように、排ガス洗浄部６０の下方には、上述した循環水タンク４０が位置
している。ミストノズル６３Ａ，６４Ａ，６６および水膜ノズル６３Ｂ，６４Ｂから供給
された水は、循環水タンク４０の第２の槽４０Ｂに回収される。第２の槽４０Ｂに貯留さ
れた水は、循環水ポンプＰによりミストノズル６３Ａ，６４Ａ，６６および水膜ノズル６
３Ｂ，６４Ｂに供給される。同時に、循環水は、水Ｗとして水供給ノズル２３に送られ、
上述したように、燃焼室１における燃焼室本体２００の内面に濡れ壁水２３ａを形成する
。
【０１１８】
　ミストノズル６３Ａ，６４Ａおよび水膜ノズル６３Ｂ，６４Ｂに供給される水は、循環
水タンク４０に回収された水であり、粉塵（粉体生成物など）を含んでいる。したがって
、ガス流路６１を洗浄するために、シャワーノズル６７から市水がガス流路６１に供給さ
れるようになっている。シャワーノズル６７の上方には、ミストトラップ６８が設けられ
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ている。このミストトラップ６８は、その内部に複数の邪魔板を有しており、ミストを捕
捉することができる。このようにして、処理されて無害化された排ガスは、排気ダクトを
介して最終的に大気に放出される。
【０１１９】
　循環水タンク４０には水位センサ４２が設けられている。この水位センサ４２は第２の
槽４０Ｂの水位を監視し、第２の槽４０Ｂの水位が所定の範囲に制御できる。また、循環
水ポンプＰによって移送される水の一部は、給水管３３を介して循環水タンク４０内に設
置された複数のエダクター４３に供給される。給水管３３には開閉弁Ｖ１が設置されてお
り、開閉弁Ｖ１を開くことにより、エダクター４３に給水できる。循環水タンク４０には
、循環水タンク４０内を排水するための排水弁Ｖ２が設けられている。
【０１２０】
　各エダクター４３に循環水タンク４０内の水を循環水ポンプＰにより加圧して供給し、
各エダクター４３のノズルにより水の流れを絞る際に発生する圧力低下を利用してエダク
ター４３の吸込口よりエダクター４３内に循環水タンク４０内の水を吸い込み、この吸い
込んだ水をエダクター４３のノズルから放出される水とともにエダクター４３の吐出口か
ら循環水タンク４０の底部に噴射する。エダクター４３の吐出口から噴射される噴射水の
噴射打力により、循環水タンク４０の底部にある粉体を解砕して浮遊させ、循環水タンク
４０の排水口４０Ｄから、排水とともに粉体を自動で排出する。
【０１２１】
　以上説明したように、本実施形態では、排ガス処理装置の燃焼室１をバーナヘッド１０
０および燃焼室本体２００から構成する。そのため、メンテナンスが容易になる。
【符号の説明】
【０１２２】
１　燃焼室
１１　筐体
１１ａ　円筒部
１１ａ３　穴
１１ｂ　円環部
１１ｂ１　締結部
１１ｂ２，１１ｂ３　開口
１１ｂ４　円形溝
１１ｂ５　パージガス吹き込み部
１１ｃ　天井部
１１ｃ１　穴
１１ｄ　突出部
１１ｄ１　燃料供給ノズル
１１ｄ２　空気供給ノズル
１２　パイロットバーナ
１３ａ　燃料用ノズル
１３ｂ　支燃性ガス用ノズル
１３ｃ　処理ガス用ノズル
１３ｄ　パージガス用ノズル
１３ｅ　処理ガス用ノズルパージガス導入ノズル
１４ａ　ボルト
１４ｂ　ナット
１５ａ～１５ｃ　開口
１００　バーナヘッド
２１　上側円筒部
２１ａ　締結部
２１ｂ　底板
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２１ｃ　側板
２２　下側円筒部
２３　水供給ノズル
２３ａ　濡れ壁水
２００　燃焼室本体
３１　バイパス弁
３２　接続管
３３　給水管
４０　循環水タンク
４０Ａ，４０Ｂ　槽
４１　堰
４２　水位センサ
４３　エダクター
５０　冷却部
５１　配管
５２　スプレーノズル
６０　排ガス洗浄部
６１　ガス流路
６２　壁部材
６３Ａ，６４Ａ，６６　ミストノズル
６３Ｂ，６４Ｂ　水膜ノズル
６３，６４　ノズルユニット
６５　整流部材
６７　シャワーノズル
６８　ミストトラップ
【図１】 【図２】
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